
山
中

穰

名

称

第

二

千

四

百

四

号

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

山

中

穰

代
表
者
氏
名

大
垣
市
熊
野
町
一
一
八
一
番
地

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所
在
地

平
成
二
四
・
一
〇
・
三
一

取

消

年

月

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消
し

(

税

務

課)

八
〇
三
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

八
〇
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

八
〇
九

○
河
川
整
備
計
画
の
公
表

(

河

川

課)

八
一
〇

○
高
山
都
市
計
画
道
路
事
業
の
認
可

(

街
路
公
園
課)

八
一
〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

八
一
〇

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(
同

)

八
一
二

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

八
一
二

○
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

八
一
三

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

八
一
三

公
安
委
員
会
告
示

○
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
委
嘱

(

交
通
企
画
課)

八
一
三

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

八
一
四

○
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
の
推
薦

(

労
働
雇
用
課)

八
一
四

○
平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
の
変
更

(

都
市
政
策
課)

八
一
五

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
変
更
認
可

(

街
路
公
園
課)

八
一
五

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
変
更
認
可

(

同

)

八
一
六

○
利
便
性
係
数
の
決
定

(

公
共
建
築
住
宅
課)

八
一
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
昼
飯
町
字
西
中
尾
一
四
五
八
、
一
四
五
九
、
一
四
六
二
の
一
、
一
四
六
二
の
二
、
一
四
六

三
、
一
四
九
一
、
一
四
九
三
、
一
四
九
四
の
一
、
一
四
九
四
の
二

二

指
定
の
目
的
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日



土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
大
垣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
加
子
母
字
杉
ケ
平
三
三
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
中
野
方
町
字
糟
里
四
七
の
三
の
一
、
六
〇
の
一
、
字
飯
沢
二
六
三
の
一
、
二
六
六
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
大
和
町
島
字
大
平
四
二
八
七
、
四
二
八
八
の
一
、
四
三
〇
〇
、
四
三
〇
三
、
四
三
〇
五
の

一
、
四
三
〇
五
の
三
、
四
三
〇
八
、
美
並
町
山
田
字
宮
下
一
の
二
、
字
大
門
六
〇
八
の
一
か
ら
六
〇

八
の
三
ま
で
、
字
夏
焼
平
一
二
二
五
の
一
〇
、
一
二
五
五
の
一
六
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
萩
原
町
上
村
字
白
山
洞
二
〇
〇
三
の
一
、
二
〇
〇
四
の
五
、
二
〇
〇
五
の
三
、
二
〇
〇
五

の
四
、
二
〇
〇
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
下
呂
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
幸
田
字
細
野
一
六
九
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
下
呂
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

平成24年12月14日 岐 阜 県 公 報 第２４０４号( 805 )



岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
馬
瀬
川
上
字
ア
ラ
ヤ
六
二
八
の
一
、
六
二
八
の
二
、
六
二
八
の
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
下
呂
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
馬
瀬
堀
之
内
字
小
垣
内
四
二
二
、
四
二
三
、
字
水
上
洞
六
九
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
下
呂
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

海
津
市
南
濃
町
志
津
字
総
名
池
ケ
谷
一
九
五
八
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
海
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須
字
片
平
四
〇
四
三
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
関
ケ
原
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須
字
下
土
片
平
三
七
六
七
の
一
、
三
七
六
七
の
二
、
三
七
六
八
の
一
の

一
二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
関
ケ
原
町
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須
字
飼
野
谷
三
七
八
七
の
一
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
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市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
関
ケ
原
町
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
玉
字
上
羅
二
三
二
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
関
ケ
原
町
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
徳
積
字
天
神
洞
一
五
四
六
の
二
、
一
五
五
一
の
一
、
一
五
五
二
か
ら
一
五

五
四
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
池
田
町
宮
地
字
段
原
一
二
〇
五
、
一
二
〇
六
、
一
二
一
五

二

指
定
の
目
的
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土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
池
田
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
八
百
津
町
八
百
津
字
臨�
山
四
三
五
二
の
三
、
四
三
五
二
の
一
七
、
四
三
五
二
の
二
六
、

四
三
五
二
の
三
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
八
百
津
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
川
合
字
尾
又
西
平
三
八
四
〇
の
一
、
三
八
四
〇
の
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
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知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
坂
祝
町
勝
山
字
水
ノ
手
九
三
七
の
一
、
九
三
八
の
一
、
九
四
〇
の
一
、
九
四
〇
の
一
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
坂
祝
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
号

河
川
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
木
曽
川
中

流
圏
域
河
川
整
備
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
当
該
河
川
整
備
計
画
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
河
川
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
、
岐
阜

県
美
濃
土
木
事
務
所
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
山
都
市
計

画
道
路
事
業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

高
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

高
山
都
市
計
画
道
路
事
業

八
・
七
・
一
号

高
山
駅
東
西
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日
か
ら

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

岐
阜
県
高
山
市
昭
和
町
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

岐
阜
県
高
山
市
昭
和
町
一
丁
目
地
内

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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堀
誠
後
援
会

く
ま
ざ
き
陽
一
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

幸
福
実
現
党
野
原
典
子
岐
阜
後
援
会

黒
田
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

岩
田
の
り
ま
さ
を
育
て
る
会

い
そ
が
わ
玲
子
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

民
主
党
岐
阜
県
第
４
総
支
部

民
主
党
岐
阜
県
第
２
総
支
部

日
本
維
新
の
会
衆
議
院
岐
阜
県
第
４
支
部

国
民
の
生
活
が
第
一
岐
阜
県
第
１
区
総
支
部

政
治
団
体
の
名
称

堀
誠

熊
崎
陽
一

代
表

者

の
氏

名

河
田
成
治

黒
田
昌
弘

岩
田
紀
正

五
十
川
玲
子

代
表

者

の
氏

名

熊
崎
陽
一

堀
誠

今
井
雅
人

笠
原
多
見
子

代
表

者

の
氏

名

松
岡
隆
二

奥
田
嘉
明

会
計
責
任
者

の
氏

名

山
田

学

黒
田
昌
弘

河
合

庵

五
十
川
玲
子

会
計
責
任
者

の
氏

名

�
田
隆
博

�
田
隆
博

永
澤
裕
幸

矢
島
佳
介

会
計
責
任
者

の
氏

名

大
垣
市
福
田
町
400

下
呂
市
萩
原
町
萩
原
1351

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
市
茜
部
大
川
２
―
12―
５

各
務
原
市
各
務
西
町
２
―
117

各
務
原
市
大
野
町
１
―
120

各
務
原
市
鵜
沼
大
伊
木
町
４
―
202―

12

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下
呂
市
萩
原
町
萩
原
1351

大
垣
市
林
町
７
―
972―

１

可
児
市
広
見
1854

岐
阜
市
長
良
校
文
町
17

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

公
職
の
種
類

○ ○ ○ ○

一
以
上
の
市
町
村
等
の

区
域
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

公
職
の
種
類

１
政
党
の
支
部

法
第
19条
の
７
第
１
項
第
１
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

２
そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

�
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

�
法
第
19条
の
７
第
１
項
第
１
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
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幸
福
実
現
党
岐
阜

県
本
部

く
し
ま
つ
直
子
後

援
会

笠
原
多
見
子
を
育

て
る
会

太
陽
の
党
岐
阜
県

参
議
院
選
挙
区
第

一
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
関
市
第
二
支
部

政
治
団
体
の
名
称

く
ま
ざ
き
陽
一
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

会
計
責
任
者

代
表

者

代
表

者

名
称

会
計
責
任
者

異
動

事
項

岐
阜
市
茜
部
大
川
２
―

12―
５

春
山
美
一

小
川
宏
二

下
野
利
昭

河
合
弘
志

太
陽
の
党
岐
阜
県
参
議

院
選
挙
区
第
一
支
部

櫻
田
正
司

新

熊
崎
陽
一

代
表

者

の
氏

名

岐
阜
市
茜
部
辰
新
１
―

84 安
宅
正
行

牧
野
安
良

東
海
康
道

藤
井
孝
男

た
ち
あ
が
れ
日
本
岐
阜

県
参
議
院
選
挙
区
第
一

支
部

洞
口
正
和

旧

奥
田
嘉
明

会
計
責
任
者

の
氏

名

下
呂
市
萩
原
町
萩
原
1351

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ｍ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
Ｎ
中
津

川
支
部
社
会
活
動

委
員
会

堀
口
賢
一
を
励
ま

す
会

冨
田
し
げ
き
後
援

会 高
橋
滋
後
援
会

会
計
責
任
者

代
表

者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

衆
議
院
議
員

公
職
の
種
類

小
川
宏
二

杉
山
浩
志

窪
田
勝
文

可
児
市
下
恵
土
5826―

38 山
田
喜
藏

大
垣
市
直
江
町
333―

１ 小
川
賢
次

熊
崎
陽
一

公
職
の
候
補
者

の
氏

名

牧
野
安
良

小
木
曽
隆
昭

平
野

盈

可
児
市
今
渡
941―

７

冨
田
桂
子

大
垣
市
直
江
町
333

木
村

務

�
法
第
19条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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黒
田
昌
弘

熊
崎
陽
一

五
十
川
玲
子

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

柘
植
弘
成
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

各
務
原
市
議
会
議

員 衆
議
院
議
員

各
務
原
市
議
会
議

員 公
職
の
種
類

黒
田
ま
さ
ひ
ろ
後
援

会 く
ま
ざ
き
陽
一
後
援

会 い
そ
が
わ
玲
子
後
援

会 資
金
管
理
団
体
の

名
称

土
屋
倖
彦

代
表

者

の
氏

名

各
務
原
市
各
務
西

町
２
―
117

下
呂
市
萩
原
町
萩

原
1351

各
務
原
市
鵜
沼
大

伊
木
町
４
―
202―

12 主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

小
栗
秀
敏

会
計
責
任
者

の
氏

名

黒
田
昌
弘

熊
崎
陽
一

五
十
川
玲
子

代
表
者
の

氏
名

恵
那
市
三
郷
町
野
井
1736-211

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
中
警
察

署
管
轄
区
域

活
動
区
域

冨
田
成
輝

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

伊

藤

敏

己

氏

名

冨
田
し
げ
き
後

援
会

資
金
管
理
団
体

の
名

称

平
成
24年

11月
21日

解
散

年
月
日

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

異
動
事
項

岐
阜
市
水
海
道

住

所

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

可
児
市
下
恵
土
5826

―
38

新

平
成
二
四
・
一
一
・
二
九

委

嘱

年

月

日

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

可
児
市
今
渡
941―

７

旧

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

公
安
委
員
会
告
示

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
号

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
次
の
と
お
り
委
嘱
し
た
の
で
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

第

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

石

井

成

一

委
嘱
し
た
委
員
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公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人K

aba's
Fam

三

代

表

者

の

氏

名

木
村

麻
里

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
山
県
市
高
富
一
一
九
六
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
乳
幼
児
及
び
そ
の
親
そ
の
他
子
育
て
中
の
保
護

者
お
よ
び
関
わ
る
す
べ
て
の
住
民
に
対
し
て
、
子
育
て
支
援
に
関

す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
の
中
で
支
え
合
い
育
ち
合
う
こ
と
の
で

き
る
地
域
社
会
の
造
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
の
推
薦

岐
阜
県
労
働
委
員
会
委
員
の
う
ち
、
労
働
者
委
員
に
一
名
の
欠
員
が
生
じ
る
の
で
、
補
欠
委
員
を
任

命
す
る
た
め
、
労
働
組
合
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号)

第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
及
び

労
働
組
合
法
施
行
令(

昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
労
働
者
委
員
の
補
欠
の
委
員
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

推
薦
団
体

岐
阜
県
の
区
域
の
み
に
組
織
を
有
し
、
労
働
組
合
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合

す
る
労
働
組
合

二

被
推
薦
者

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
者
で
な
い
こ
と
。

三

推
薦
受
付
期
間

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日(

金)

か
ら

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
二
日(

火)

ま
で

四

推
薦
手
続

労
働
者
委
員
候
補
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す
る
労
働
組
合
は
、
次
の
書
類
を
岐
阜
県
商
工
労
働
部
労

働
雇
用
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

１

別
記
様
式
の
推
薦
書

２

被
推
薦
者
の
履
歴
書

３

推
薦
に
係
る
労
働
組
合
が
労
働
組
合
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の

岐
阜
県
労
働
委
員
会
の
証
明
書
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氏
名

年
齢

所
属
労
働
組
合
及
び
地
位

所
属
職
場
及
び
地
位

備
考

郡
上
市

調
査
を
行

う
者
の
名

称

変
更
後

変
更
前 調

査

地

域

郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲
の
一
部

郡
上
市
高
鷲
町
鮎
立
の
一
部

郡
上
市
高
鷲
町
鮎
立
の
一
部

平
成
二
四
・
一
二
・
一
四
か
ら

同

二
五
・

三
・
三
一
ま
で

平
成
二
四
・

五
・
一
五
か
ら

同

二
五
・

三
・
三
一
ま
で

平
成
二
四
・

五
・
一
五
か
ら

同

二
五
・

三
・
三
一
ま
で

調

査

期

間

別
記
様
式

平
成

年
月

日

岐
阜
県
知
事
古
田
肇
様

労
働
組
合
所
在
地

労
働
組
合
名

印

代
表
者
氏
名

印

第
43期
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

第
43期
岐
阜
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員
の
補
欠
委
員
候
補
者
と
し
て
次
の
者
を
推
薦
し
ま
す
｡

○
平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
の
変
更

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
四
年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
変
更
認
可

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

大
垣
駅
南
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日
か
ら
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北
方
住
宅

宮
代
住
宅

尾
崎
住
宅

泉
北
住
宅

旭
ヶ
丘
住
宅

赤
保
木
住
宅

荒
崎
住
宅

藤
江
住
宅

夕
陽
ヶ
丘
住
宅

田
神
住
宅

加
野
住
宅

近
の
島
住
宅

白
木
町
住
宅

名

称

本
巣
郡
北
方
町

不
破
郡
垂
井
町

各
務
原
市

土
岐
市

多
治
見
市

高
山
市

大
垣
市

大
垣
市

岐
阜
市

岐
阜
市

岐
阜
市

岐
阜
市

岐
阜
市

位

置

Ａ
一
、
Ａ
二
、
Ａ
四
及
び
Ｓ
一
か
ら
Ｓ

四
ま
で

Ａ
一
か
ら
Ａ
六
ま
で

Ｃ
五
、
Ｃ
六
及
び
Ｃ
九

Ａ
一
か
ら
Ａ
二
十
ま
で
及
び
Ｂ
一
か
ら

Ｂ
十
ま
で

Ａ
一
か
ら
Ａ
八
ま
で
及
び
Ｂ
一

Ａ
一
か
ら
Ａ
十
六
ま
で
及
び
Ｂ
一

Ａ
一
か
ら
Ａ
四
ま
で

Ａ
一
か
ら
Ａ
九
ま
で

Ｆ
一
か
ら
Ｆ
六
ま
で
、
Ｇ
一
及
び
Ｇ
二

Ａ
〇
Ｆ
一
か
ら
Ｆ
七
ま
で

Ｈ
一
か
ら
Ｈ
十
六
ま
で

Ａ
〇
か
ら
Ａ
十
五
ま
で

Ａ
〇
棟

番

号

一
・
〇
〇
〇

〇
・
九
一
五

〇
・
九
六
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
一
五

〇
・
九
一
五

〇
・
八
九
〇

〇
・
九
六
五

〇
・
八
六
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
八
六
五

〇
・
九
六
五

一
・
〇
〇
〇

利
便
性
係
数

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

事
業
計
画
書
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り

四

事
務
所
の
所
在
地

大
垣
市
宮
町
一
丁
目
四
番

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

六

変
更
の
内
容

参
加
組
合
員(

定
款
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り)

七

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
変
更
認
可

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

問
屋
町
西
部
南
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
年
一
月
八
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

事
業
計
画
書
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り

四

事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
市
問
屋
町
二
丁
目
一
九
番
地
五

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
八
日

六

変
更
の
内
容

資
金
計
画(

事
業
計
画
書
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り)

七

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

○
利
便
性
係
数
の
決
定

公
営
住
宅
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号)

第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

る
利
便
性
係
数
を
次
の
よ
う
に
決
定
し
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
適
用
す
る
の
で
、
岐
阜
県
県
営
住
宅

条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
号)

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


